
５（１） (仮)みよし市スポーツ推進計画 2026-2030 について 

【参考】国 第３期スポーツ基本計画 

対象期間 令和４(2023)年度から令和８(2027)年度までの５年間 

構成 第１部  我が国における今後のスポーツ施策の方向性 

第１章  社会変化の中で改めて捉える「スポーツの価値」 

第２章  中長期的なスポーツ政策の基本方針と第３期計画における「新たな視点」 

第２部  今後取り組むべきスポーツ施策と目標 

【別紙「第３期スポーツ基本計画(概要)」 参照】 

  第１章  東京大会のスポーツ・レガシーの継承・発展に向けて、特に重点的に取

り組むべき施策 

  第２章  「新たな３つの視点」を支える具体的な施策 

  第３章  今後５年間に総合的かつ計画的に取り組む施策 

  第４章  施策の総合的かつ計画的な推進のために必要な事項 

施策体系・ 

目標設定 

【抜粋】 

施策①多様な主体におけるスポーツ機会の創出 

○広く国民一般に向けたスポーツを実施する機会の創出 

・成人の週 1 回以上のスポーツ実施率    ［現状］56.4％ ⇒［目標］70％ 

  ・成人の年１回以上のスポーツ実施率 100％に近づける 

・１回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週２回以上実施し、１年以上継続している

運動習慣者の割合の増加を目指す【※１】 

○学校や地域における子供・若者のスポーツ機会の充実と体力向上 

・休日部活動の運営主体を学校から地域へ移行 

・地域において子供のニーズに応じた多種多様なスポーツを安全・安心に実施で

きる環境を新たに構築する 

・生涯にわたって運動・スポーツを継続したい児童・生徒の割合 90％以上 

・新体力テストの総合評価 C 以上である割合、児童 80％・生徒 85％以上 

○女性、障害者、働く世代・子育て世代のスポーツ実施率向上 

  ・女性のニーズや健康課題の解決が見込まれるスポーツについて普及啓発を行う

とともに、環境整備を促進し、女性のスポーツ実施率向上を目指す。 

・学校体育等以外について、障害者の週 1 回以上のスポーツ実施率 

［現状］31％ ⇒ ［目標］40％程度（若年層は 50％程度）【※２】 

  ・学校体育等以外について、障害者の年１回以上のスポーツ実施率 70％程度（若

年層は 80％程度）【※３】 

施策⑤スポーツによる健康増進 

○健康増進に資するスポーツに関する研究の充実・調査研究成果の利用促進 

・【※１】再掲 

施策 ⑧スポーツを通じた共生社会の実現 

○障害者スポーツの推進 

・【※２】【※３】再掲 

○スポーツを通じた女性の活躍促進 

・スポーツ団体における女性理事の割合を 40％に近づける 

 

 

 施策⑩スポーツ推進のためのハード、ソフト、人材 

○地域において、住民の誰もが気軽にスポーツに親しめる「場づくり」の実現 

  ・ストック適正化の下、既存施設の有効活用やオープンスペース等のスポーツ施

設以外のスポーツができる場の創出、性別、年齢、能力等にかかわらず誰もが

スポーツを行いやすくするユニバーサルデザイン化の推進等により、安全で持

続可能な地域スポーツ環境の量的・質的充実を図る 

○地域のスポーツ環境の構築 

  ・スポーツに係る地域団体や人材の連携促進により、地域の資源を最大限活用し、

スポーツの場、プログラム、指導者等の充実を図る 

  ・総合型クラブやスポーツ少年団の体制強化や役割の拡大により、より幅広いニ

ーズに応えられる地域スポーツ環境を構築する 

  ・地域のスポーツ環境に係る施設の活用促進や情報の見える化により、住民と各

自のニーズに合ったスポーツの場とのマッチングを促進する 

○スポーツ指導者の育成 

  ・多様なスポーツニーズに対応した質の高い指導者の養成を支援する 

  ・スポーツ分野におけるあらゆる暴力・不適切指導等の根絶を図る【※４】 

○スポーツ推進委員の有効活用 

  ・スポーツ推進委員と地方公共団体等との連携体制を強化・構築して、連絡調整

業務を遂行しやすい体制を作り出すとともに、スポーツ推進委員の質の向上を

目指す。 

・広報活動を実施しつつ、各地域においてどのような人材が必要かを見定め、そ

の地域におけるスポーツ推進委員として適切な人材のリクルートを実施する 

施策⑪スポーツを実施する者の安全・安心の確保 

○スポーツ指導者における暴力・虐待の根絶 

  ・【※４】再掲 

○スポーツ事故・スポーツ障害の防止 

  ・多様な国民一人一人が安全・安心に、楽しくスポーツを実施できるような環境

を整備する 

施策⑫スポーツ・インテグリティの確保 

○スポーツ団体のガバナンス強化・コンプライアンスの徹底 

  ・スポーツ関係者のコンプライアンス違反や体罰、暴力等の根絶を目指すととも

に、スポーツ団体のガバナンスを強化し、組織経営の透明化を図る 

 

※コロナ禍に再認識された「スポーツの価値」を高めるため、新たな３つの視点「スポーツをつく

る／はぐくむ」「スポーツであつまり、ともに、つながる」「スポーツに誰もがアクセスできる」

が揚げられ、様々な立場の人がつながりを感じてスポーツを楽しむ社会の実現を目指すことなど、

共生社会の実現への方向性が強く打ち出された。 

 



【参考】愛知県 第３期スポーツ基本計画 

対象期間 令和４(2023)年度から令和８(2027)年度までの５年間 

基本理念 アジア・アジアパラ競技大会を活かし、すべての人がともにスポーツを楽しみ、ス

ポーツの力で豊かで活力ある愛知の実現 

構成・ 

施策体系 

第１計画の基本的事項 

  １. 策定趣旨 

  ２. 計画の位置づけ 

  ３. 計画期間 

第２策定にあたっての視点 

  １. 今後の社会経済の展望 

  ２. 今後の主なスポーツ関連の動き 

第３基本理念・目指すべき姿 

第４施策の体系と具体的な取組の展開 

【別紙「愛知県スポーツ推進計画 2023-2027 概要版」 参照】 

  Ⅰ 多様な主体におけるスポーツに関わる機会の創出 

  Ⅱ 子どものスポーツ活動の充実 

  Ⅲ トップアスリートの育成、活躍支援 

  Ⅳ アジア・アジアパラ競技大会の開催、レガシー創出 

  Ⅴ スポーツによる地域活性化 

第５計画の推進 

１ 計画の推進 

  ２ 計画の進行管理 

第６参考委資料 

目標設定 週１回以上のスポーツ実施率（成人 20 歳以上、障害者） 

  ［現状］成人   56.3％ ⇒ ［目標］成人 70％ 

  ［現状］障害者 23.0％ ⇒ ［目標］障害者 40％ 

国際大会（オリンピック・パラリンピック、アジア競技大会・アジアパラ競技大会）

に出場する本県ゆかりの競技者数 

  ［現状］198 人 ⇒ ［目標］300 人 

県が主催するスポーツ大会へのエントリー数、観戦者数 

  ［現状］エントリー数 29,317 人  ⇒ ［目標］165,000 人 

  ［現状］観戦者数     223,203 人 ⇒ ［目標］3,660,000 人 

 

 

 

 

 

 

【参考】（現行）みよし市スポーツ推進計画 

対象期間 平成 28(2016)年度から令和７(2025)年度までの 10 年間 

※中間年である令和２年度に改訂 

基本理念 
みんなでスポーツ いいじゃんみよし  ～スポーツで築く豊かな みよしライ

フ～ 

構成・ 

施策体系 

第１章 計画の策定にあたって 

  １. スポーツの意義 

  ２. 国・愛知県のスポーツ推進 

  ３. みよし市におけるスポーツ推進計画策定の趣旨 

  ４. スポーツ推進計画の位置づけ 

第２章 市のスポーツ推進の現状と課題 

  １. みよし市の概要 

  ２. スポーツに関する現状と課題 

  （１）行うスポーツ 

  （２）観るスポーツ 

  （３）支えるスポーツ 

  （４）スポーツ施設 

第３章 基本理念      【別冊「みよし市スポーツ推進計画（改訂版）」 参照】 

  １. 基本理念と目標、計画期間 

第４章 スポーツ推進計画の施策 

【別冊「みよし市スポーツ推進計画（改訂版）」 参照】 

  １. 行うスポーツの推進 

  ２. 観るスポーツの推進 

  ３. 支えるスポーツの推進 

  ４. スポーツ環境の整備 

  ５. スポーツ交流と連携 

資料   

スポーツ活動に関するアンケート調査結果の概要、公共スポーツ施設一覧等 

目標設定 行うスポーツの実施率 

・成人の週 1 回以上の頻度でスポーツを行う者の割合 

  ［現状］45.8％ ⇒ ［目標］65％以上 

・未成年者の週１回以上の頻度でスポーツを行うものの割合 

  ［現状］63.2％ ⇒ ［目標］75％以上 

観るスポーツの実施率 

・年 1 回以上の頻度で、競技場等に行きスポーツ観戦を行う者の割合 

  ［現状］23.7％ ⇒ ［目標］40％以上 

支えるスポーツの実施率 

・年 1 回以上の頻度で、スポーツの指導者スポーツイベント等でのボランティ

アを行う者の割合 

  ［現状］5.9％ ⇒ ［目標］10％以上 



(仮)みよし市スポーツ推進計画 2026-2030  構成・施策体系（案） 

対象期間 令和８(2026)年度から令和 12(2030)年度までの５年間 

基本理念  ― 

構成・ 

施策体系 

第１章 計画の策定にあたって 

  １. 計画策定の背景と趣旨    ※背景内に国・愛知県の動向を含む 

  ２. 計画におけるスポーツの定義 

  ３. 計画の位置づけ・期間 

第２章 みよし市の現状と課題 

  １. みよし市の概要 

  ２. みよし市のスポーツに関する現状と課題 

  （１）行うスポーツ 

  （２）観るスポーツ 

  （３）支えるスポーツ 

  （４）スポーツ施設 

第３章 計画の基本的な考え方 

  １. 基本理念・基本方針 

  ２. 計画におけるＳＤＧｓとの関連 

  ３. 施策の体系 

  ４. 数値目標 

第４章 施策の展開 

  １. 行うスポーツの推進 

   （１）こどものスポーツ機会の充実 

       ア 気軽に参加できるプログラムの提供 

          ※スポーツ教室、スポーツ推進委員によるレクリエーションスポー

ツの普及、スポーツ祭、マラソン駅伝大会、放課後こども教室わ

くわくたいけんルームなど 

       イ 親子でスポーツに親しむ機会の提供 

       ウ 中学校部活動の地域連携・地域移行の支援 

       エ スポーツ少年団の活動促進 

   （２）成人のスポーツ機会の充実 

       ア 気軽に参加できるプログラムの提供 

          ※スポーツ教室、スポーツ推進委員によるレクリエーションスポー

ツの普及、スポーツ祭、マラソン駅伝大会など 

       イ 健康づくりに関連した活動の充実 

   （３）高齢者・障がい者のスポーツ機会の充実 

       ア 気軽に参加できるプログラムの提供 

          ※スポーツ推進委員によるレクリエーションスポーツの普及など 

       イ 健康づくりに関連した活動の充実 

   （４）競技力の向上 

       ア 市スポーツ協会、(一社)市カヌー協会による選手の発掘・育成・強化 

       イ 顕著制度の充実 

 

   ２. 観るスポーツの推進 

   （１）大規模大会の開催支援 

         ※2026年アジア競技大会・2028年高校総体、カヌー競技全国大会など 

   （２）トップスポーツの試合観戦 

 

  ３. 支えるスポーツの推進 

   （１）指導者の育成と連携 

   （２）スポーツボランティアの育成と連携 

   （３）スポーツ情報の発信 

 

  ４. スポーツ環境の整備 

   （１）スポーツ施設の計画的な整備 

   （２）スポーツ施設・設備の維持管理と利便性の向上 

 

  ５. スポーツによる地域の活性化 

   （１）地域（市民、スポーツ推進団体、企業、高校・大学など）がつながる

スポーツ環境づくり 

   （２）友好都市とのスポーツ交流 

   （３）トップアスリートの応援、ホームタウンパートナーチームとの連携 

   （４）総合型地域スポーツクラブの支援 

資料 

数値目標

設定 

行うスポーツの実施率 

・成人の週 1 回以上のスポーツ実施率 

・未成年者の週１回以上のスポーツ実施率 

 

観るスポーツの実施率 

・年 1 回以上の競技場等でのスポーツ観戦率 

 

支えるスポーツの実施率 

・年 1 回以上のスポーツ指導実施率、スポーツイベント等でのボランティア実

施率 

 


